
秋田県水道ビジョンの策定方針について 生活衛生課

人口減少等に伴う水需要の減少や、水道施設の老朽化に伴う更新需要の増大

など、厳しい事業環境の中においても、水道事業が将来にわたって持続的に経

営できるよう、広域的な見地から県全体の水道事業のあり方を示す「秋田県水

道ビジョン」を策定し、水道事業者が行う水道の基盤強化に向けた取組の方向

性を示す。

　　計画期間：令和3年度から12年度（１０年間）

R１年　10月　第１回策定委員会(有識者等)

Ｒ2年     2月   第２回策定委員会

Ｒ2年 　 7月   第３回策定委員会

Ｒ2年     9月   議会説明（素案）

Ｒ2年　10月　パブリックコメント

Ｒ3年     2月   議会説明（案）

Ｒ3年 　 3月   計画策定 

策定スケジュール策定の目的

・本県の給水人口は、平成２９年度末で８９９，７５０人であり、平成１９年度の９９８，０６

　３人から１０％減少している。

・法定耐用年数を超過した管路は、平成２９年度末で１０．２％となっている一方、管路の更新

　率は、０．５９％／年となっており、老朽化が進行している状況にある。

・この他、耐震適合性がある管路は、平成２９年度末で２５．２％となっているが、全国平均の

　３９．３％を大きく下回っている状況である。

・全国的にも、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の課

　題が問題となっており、平成３０年度には、水道法の目的を「水道の拡張整備」から「水道の

　基盤強化」に主軸を移した改正が行われた。

水道の現況

【安全】
　・水安全計画の策定と計画の実施により、安全で良質な水の供給体制を確立する。

【強靱】

　・東日本大震災後の危機管理体制の見直しを踏まえ、災害に強い水道施設の整備

　　を図る。

【持続】

　・給水人口や給水量の減少を前提に、長期にわたって水道事業を継続できる経営

　　基盤の強化を図る。

策定方針

現時点における主な実現方策

○水質管理体制の強化
　・適切な施設の点検整備の実施及び水質検査等の実施を指導

　　監督する。

　・水質の安全性向上に向け管理体制の構築をめざす。

　・水安全計画の策定率100％をめざす。

　　（平成３０年度末で８％）

○規模の小さな水道事業の最適化
　・維持管理体制の強化に努める。

　　（現状では運営費が限られ、施設更新等が不十分）

　・近隣地域の水道事業者との共同化や事業統合を検討する。

○未普及地域の整備
　・地域の状況に応じた水道施設の整備を促進する。

　・安全な湧水飲用井戸等により生活用水を確保する。

○経営基盤の強化
　・アセットマネジメント※に基づく計画的な施設更新・資金

　　確保を促進する。

　・施設の統廃合等による経営の効率化を促進する。

　・水需要の減少に伴う料金体系の見直しを促進する。

　・水道事業に関する情報提供・説明に努め、住民との情報共

　　有を図る。　　

※　アセットマネジメント：中長期的な視点で効率的かつ効果的に水道

　　　　　　　　　　　　　　 施設を管理運営すること

○広域連携等の推進
　・業務の共同化を促進する。 

　（管理の一体化、施設の共同利用、用水供給事業等の実施）

　・指定管理者制度等の官民連携を検討する。

　・市町村水道事業ビジョンの策定及び見直しを促進する。

○技術の継承
　・組織力強化のための水道技術者の人材確保に努める。

　・人材育成、職員研修の充実を図る。

○危機管理対策の強化
　・危機管理マニュアル等の整備を促進する。

　　（平成２９年度末で１４％）

　・水道関係団体による支援体制の充実を促進する。

　・災害時対応訓練、防災訓練の実施を促進する。 

○ 水道施設の老朽化対策の実施
　・水道関係データ等※の電子化とＩＣＴの活用を促進する。

　・老朽施設の把握と更新時の耐震化を促進する。

※水道関係データ等：水道施設台帳や図面、地図など

○耐震化の促進
　・耐震化計画の策定率100％をめざす。

　　（平成２９年度末で４１％）

　・基幹管路の耐震化適合率を全国平均をめざす。

　　（平成２９年度末で２５．２％　全国平均３９．３％）

【 安 全 】 【 強 靱 】 【 持 続 】
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